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１ 業務の概要 

（１） 業務名 

起債管理システム構築業務 

（２） 業務内容 

起債管理システム構築業務仕様書（以下「仕様書」という。）による。 

（３） 履行期間 

契約日から令和７年３月２１日（金）までとする。 

（４） 履行場所 

    長崎市財務部財政課、情報政策推進部情報統計課 

（５） 構築予算額 

８００万円（消費税相当額を含む。運用経費は含まない。） 

（６） 提案資格 

提案者は、参加表明書の提出時点において、次に掲げる要件を全て満たす者

でなければならない。 

ア 長崎市契約規則（昭和39年長崎市規則第26号）第2条第1項に規定する者

（同項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。）に該当しない者及

び同条第2項各号に該当しないと認められる者であること。 

イ 長崎市物品等競争入札有資格者名簿に登録されている者であること。 

ウ 参加表明書の提出期限までに、長崎市物品等入札参加資格者名簿の「コ

ンピュータシステム設計・開発」かつ「コンピュータ・ソフトウエア維持管理」の

業種で登録がある者であること。 

エ 長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領（平成７年11月７日施行）

及び長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成

24年長崎市告示第85号）の規定による指名停止措置の期間中でない者並

びに長崎市事業所実態調査実施要領（平成16年長崎市告示第305号）及び

長崎市元請・下請関係適正化指導要綱（平成24年長崎市告示第829号）の

規定に基づく入札参加制限措置の期間中でない者であること。 

オ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく

再生手続開始の申立てがあった者（更生計画の認可が決定された者、又は

再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）でないこと。 

カ 会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清

算の開始又は破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定

に基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと。 

キ 本案件に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれ

ていない者であること。 

ク 委員名の公表から審査結果を市長に報告するまでの間、特定審査委員会

の委員に対し、特定の者を有利にし、又は不利にするような働きかけを行っ
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ていない者であること。 

ケ 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する JISQ27001（ISO／

IEC27001）の認証資格やプライバシーマークを取得している者であること。 

コ 過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３１日）に、受託、完了した

同種業務※の実績を１件以上有している者であること。 

サ 次の業務従事者をいずれも配置できる者であること。 

（ア） 業務責任者：過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３１日）に

同種業務※に他の担当者を指揮監督する業務責任者の経験が１件以

上ある者。 

（イ） 担当者：過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３１日）に同種

業務※の経験が１件以上ある者。 

※同種業務とは、国・地方公共団体が発注する起債管理システム構築をした

業務（以下「同種業務」という。）の実績が１件以上ある者であること。 

（７） 成果品 

成果物 主要な記載内容 提出期限 

ハードウェ

ア 

構成一覧表 

システムに必要となるハードウェアの構成、必要スペック

等をまとめたもの。 

また、必要なスペックを満たす機器の明細（特定の機器を

指定する必要がある場合は機器の明細及び指定の理由、そ

れ以外は３製造業者以上の機器の明細） 

令和７年３月２１日 

要件定義書 

調達仕様書の内容、受託者の提案、当市へのヒアリングの

結果を基に、要件を整理したもの 

運用要件 

システム方式設計 

業務フロー、機能情報関連図、機能構成図 

設計書 

機能一覧 

画面及び帳票のレイアウト 

画面、帳票、バッチ処理等の外部設計（入出力及び処理） 

外部インタフェース設計 

試験結果書 試験仕様、試験結果報告書 

移行結果書 システム移行計画、システム移行結果報告書 

研修結果書 操作研修計画、研修結果報告書 

マニュアル

等 

システム操作マニュアル（システム管理者用、システム利

用者用）、運用手順書（障害発生時の手順を含む）、後続シ

ステム移行用説明資料、研修資料及び職員向けＱＡ 

※ パッケージシステムの標準機能に係る設計書については、上記「機能一覧」及び 
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「画面及び帳票のレイアウト」の内容を記載した機能説明資料の提出でも可とする。 

納品に際しては、以下の点に留意すること。 

ア 成果物に記載する内容については、都度当市へ提示すること。 

イ 成果物は、電子媒体により、２部納入すること。 

ウ 電子ファイルの納品時には、ウイルスチェックを実施すること。 

エ 電子ファイルの保存形式は当市で利用できるよう「Microsoft Office 2016」で 

利用可能な形式によって納品すること。 

オ 各資料の提出用フォーマットは特に指定がないものについては、当市の了 

解を得た上で受託者の指定様式によるものとする。 

（８） 成果物の利用 

   後続システムの調達及び再構築の際に、設計書などの成果物を当市が追加の 

費用を払うことなく利用できるものとする。 

（９） その他 

ア 本手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

イ 提出期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び提案者としての提案

資格を確認された旨の通知を受けなかった場合は、提案書を提出できない。 

ウ 参加表明書及び提案書の作成、提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

エ 提出された参加表明書及び提案書は、返却しない。 

オ 提出された参加表明書及び提案書は、提案資格の確認及び受託者の特定

以外に提案者に無断で使用しない。ただし、長崎市情報公開条例（平成 13

年長崎市条例第 28号）に基づき、開示することがある。 

カ 提出期限後における参加表明書及び提案書の差替え及び再提出は認めな

い。また、提案書に記載した配置予定の従事者は、特段の事情がない限り

変更することができない。 

キ 次の場合は、以降の提案資格を喪失し、参加表明書及び提案書を無効とす

る。また、指名停止措置を行うことがある。 

（ア）提案資格を満たさないこととなった場合 

（イ）参加表明書、提案書等に虚偽の記載をした場合 

ク 成果物に関する権利は、受託者固有の知識及び技術を除き、全て本市に帰属

する。 

ケ 受託者は、本業務を実施する場合においては、担当課と綿密に打合わせを

行うなど、相互の信頼関係を維持し、かつ、守秘義務を遵守しなければなら

ない。また、契約終了後においても、知り得た情報を一切漏洩してはならな

い。 

コ 参加表明者は、提案書の提出期限の前日までは提案を辞退することができ

る。この場合において、当該参加表明者はその旨を記載した書面を３（３）

の場所に届け出なければならない。 
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２ スケジュール（予定） 

内容 期限等 

公告日 令和６年７月２６日（金） 

説明書その他資料配布期間 
令和６年７月２６日（金）から 

令和６年９月１０日（火）午後５時まで 

説明書等に対する質問提出

期間 
令和６年８月９日（金）午後５時まで（必着） 

質問に対する回答期限 

令和６年８月１９日（月）午後５時まで 

※質問内容等を考慮した結果、直ちに回答したほうが

良いと思われるものは適宜回答します。 

参加表明の手続き期限 令和６年８月６日（火）午後５時まで（必着） 

提案書提出要請日 令和６年８月９日（金） 

提案書提出期限 令和６年９月１１日（水）午後５時まで（必着） 

ヒアリング実施日 令和６年９月２５日（水）～２６日（木） 

決定・非決定通知日 令和６年９月３０日（月） 

見積書提出期限 令和６年１０月中旬 

契約締結 令和６年１０月中旬 

 

３ 参加表明の手続き 

（１） 提出書類  

書

類

番

号 

提出書類等 内容に関する留意事項 

提出 

部数 

１ 

公募型プロポー

ザル参加表明書 

（第１号様式） 

・代表者印を押印してください。 １部 

２ 
担当者連絡先 

（様式ア） ・担当者の連絡先について必要事項を全て記載してください。 
 

１部 

３ 

業務等実績調書 

（様式ウ） 

・過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３１日）の 

同種業務の実績を記載してください。 

・最大５実績とします。 

・過去の実績を証する資料（契約書及び仕様書等の写し）を

添付してください。 

 

 

 

１部 
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書

類

番

号 

提出書類等 内容に関する留意事項 

提出 

部数 

４ 

配置予定者調書 

（様式エ） 

・組織調書（様式イ）に記載の業務責任者・担当者ごとに作成

してください。 

・過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３１日）の 

同種業務の実績を記入してください。 

・最大５実績とします。 

 

 

１部 

５ 

「１ 業務の概要」

の（６）ケを証明

する書類の写し 
・内容の確認ができる資料をご提出ください。 １部 

（２） 提出期限 

令和６年８月６日（火）午後５時必着 

（３） 提出場所 

〒850-8685 長崎市魚の町４番１号  

長崎市財務部財政課 電話：095-829-1126（直通） 

（４） 提出方法 

持参、郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）その他宅配の方法による。電子メ

ール及びファクシミリによる提出は受け付けない。 

なお、郵送又はその他宅配の方法により提出した場合には、その旨を電話によ

り連絡すること。 

 

４ 提案資格の確認及び提案書提出者の選定 

参加表明書を提出した者について、公募型プロポーザル参加資格確認通知書

（第２号様式）により通知するとともに、プロポーザル参加要請書（第３号様式）によ

り提案書の提出を要請する。 

なお、提案資格が認められなかった者に対しては、選定しなかった旨及び選定し

なかった理由を公募型プロポーザル参加資格確認通知書（第２号様式）により通知

するものとする。 

参加資格確認通知書の通知 令和６年８月９日（金） 

 

５ 説明書等に対する質問 

（１） 受付方法 

質問書（様式シ）に記載の上、電子メール又はファクシミリにより下記（３）に送

信すること。併せて、その旨を電話により連絡すること。なお、提出書類に関する

記入方法など事務手続きに関するものを除き、電話等による照会には応じない。 
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（２） 受付期間 

令和６年８月９日（金）午後５時まで（必着） 

（３） 質問書送付先及び連絡先 

長崎市財務部財政課 

メールアドレス：zaisei@city.nagasaki.lg.jp 

ＦＡＸ：095-829-1248 

（４） 質問に対する回答 

令和６年８月１９日（月）午後５時までに質問を取りまとめ、質問回答書（様式ス）

により提案資格を満たす者全てに直接電子メール又はファクシミリで回答する。 

ただし、質問内容等を考慮した結果、直ちに回答した方がよいと思われるもの

については適宜回答する。 

 

６ 提案書の提出 

（１） 提出書類 

文

書 

番

号 

提出書類等 作成要領 

提出部数 

会

社

名 

な

し 

会

社

名 

あ

り 

― 

提案書（鑑） 

（ 第 ４ 号 様

式） 

・会社名あり（１部）に代表者印を押印してください。 

・提案書（鑑）（第４号様式）については、裏面を白紙としてくださ

い。 

 

― １ 

１ 

提案書 

（任意様式） 

・Ａ４版片面換算で５０枚以内とします。 

Ａ３を利用する場合は、Ａ４の２枚分として枚数を換算します。 

・文字フォントは、ＭＳゴシック、文字サイズは、原則１０ポイント以上

（図中の説明にあっては８ポイント以上）とする。 

・「１０ 提案書に記載する提案内容」に記載された項目、順序に従

って作成すること。なお、提案内容は項目ごとに完結させること。 

・別添「仕様書」の業務において、有効な方法を具体的に提案し

てください。 

 

 

13 １ 

２ 

組織調書 

（様式イ） 

・本業務を遂行する者について全て記載してください。 

・提出部数（１４部）のうち、１部は様式イ（配置予定者氏名あり）

及び直近の決算書、商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）を

添付し、１３部は様式イ（配置予定者氏名なし）のみとしてくださ

い。 

 

13 １ 
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文

書 

番

号 

提出書類等 作成要領 

提出部数 

会

社

名 

な

し 

会

社

名 

あ

り 

３ 

ヒアリング資

料 

（任期様式） 

提出された提案書に基づき、後日、プレゼンテーション、デモン

ストレーション及びヒアリング（質疑応答）を行うため、当日使用

する説明資料がある場合は、提案書とともに提出すること。な

お、提案書提出期限後の追加資料の提出及び資料の差し替え

は受け付けない。 

 

13 １ 

４ 

業務等実績

調書 

（様式ウ） 

※「３（１）提出書類」で提出した内容に変更や追加がある場合の

み再提出してください。 

 

・過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３１日）の 

同種業務の実績を記載してください。 

・１実績につき１枚作成してください。 

・最大５実績とします。 

・過去の実績を証する資料（契約書及び仕様書等の写し）を添

付してください。 

 

13 １ 

５ 

配置予定者

調書 

（様式エ） 

※「３（１）提出書類」で提出した内容に変更や追加がある場合の

み再提出してください。 

 

・組織調書（様式イ）に記載の業務責任者・担当者ごとに作成し

てください。 

・過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３１日）の 

同種業務の実績を記入してください。 

・最大５実績とします。 

 

 

13 １ 

６ 

参考見積書 

（様式１～３） 

 

・本業務に係る経費について、別紙「様式１_経費総括表」、「様

式２_経費見積明細書」（様式２－１～２－２）及び「様式３_ハード

ウェア経費見積明細書」により作成してください。 

・作成については「６（３）参考見積の提出」を参照。 

・「様式１_経費総括表」にあるシステム構築費及び運用経費は

評価基準の評価項目として用います。 

なお、「様式３_ハードウェア経費見積明細書」にあるハードウェ

アの経費については、価格点の評価は行いません。  

・予算額を超える場合は審査の対象外となります。 

 

13 １ 
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文

書 

番

号 

提出書類等 作成要領 

提出部数 

会

社

名 

な

し 

会

社

名 

あ

り 

７ 

機能要件対

応確認書 

（様式４） 

・別添の「起債管理システム機能仕様書」に基づき、「機能要件」

の対応に関する回答を「様式４_機能要件対応確認書」において

記載してください。パッケージで対応できないものについては、

代替案を備考欄に記載すること。できる限りカスタマイズによら

ない方法が望ましい。 

 

13 １ 

８ 会社概要 

パンフレット、カタログ等で以下の内容がわかるものを提出してく

ださい。 

（ア） 社名 

（イ） コンピュータ部門の名称、設立年及び従業員数 

（ウ） 資本金 

（エ） 年間売上高（うちコンピュータ部門の年間売上高） 

（オ） システム開発担当部（会社）名及び所在地 

（カ） 当市を担当する支店名若しくは営業所名及び所在地 

（キ） ソフトウェア保守の担当部（会社）名及び所在地 

― １ 

９ 

１～７（会社

名あり）を電

子媒体（CD-

R）に格納し

たもの 

 ― １ 

（２） 業務量の目安 

   本業務の参考業務規模は、800万円を上限とする。 

（３） 参考見積の提出 

ア 経費算定の前提要件  

（ア）  システム稼働は令和７年４月１日からとする。  

（イ）  ハードウェアは別途調達するが、システム稼働後５年間利用するこ  

とを想定して、システム運用に必要な機器の構成、性能等を提案  

すること。なお、ハードウェアにクライアント端末及びプリンタは含ま  

ない。 

イ 「様式１_経費総括表」で記載する項目（次表参照）  

契約日から令和７年３月までのシステム構築作業に係る経費及び

令和７年４月から令和１２年３月末までの運用経費。  

なお、表に記載している項目以外の経費が必要となる場合もその内

容と経費を記載する。   
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＜構築・運用経費＞  

項   目  内  容  

シ
ス
テ
ム
構
築
費 

構築作業に係る経費  

・  システム構築作業（システムに必要

なソフトウェア、ミドルウェア、カスタマ

イズ含む）  

・ 環境構築  

・  クラウド方式に必要となるデータセン

ターとの通信回線（構築時のみ）  

・ マニュアル作成  

・ 操作研修  

・ データ移行  

運
用
経
費 

保守・運用支援  
・ サービス利用料  

・ 保守運用支援  

ウ 「様式２_経費見積明細書」で記載する項目  

「様式１_経費総括表」で記載したシステム構築費の詳細を記載す

る。 

エ 「様式３_ハードウェア経費見積明細書」で記載する項目  

起債管理システムを運用するために必要な機器等を記載すること 

（４）提出部数 

   書類番号１から７については、６（１）作成要領に従い作成し、日本工業規格（以

下同）A４版２穴ファイルに綴じ、提出書類等の名称を記載した見出し及びページ番

号を付け、６（１）提出部数に従い提出すること。 

なお、「会社名なし」の指定がある書類には、会社又は法人名、ロゴ、所在地等、

提出者を特定できるような内容は記載しないこと。 

書類番号８から９については、６（１）作成要領に従い作成し、一式をセットにした

ものを１部提出すること。 

（５） 提出期限 

   令和６年９月１１日（水）午後５時まで（必着） 

（６） 提出場所 

〒850-8685 長崎市魚の町４番１号  

長崎市財務部財政課 電話：095-829-1126（直通） 
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（７） 提出方法 

持参（事前連絡が必要）、郵送（配達証明付き書留郵便に限る。）又はその他宅

配の方法による。（電子メール又はファクシミリによる提出は受け付けない。） 

なお、郵送又はその他宅配の方法により提出した場合には、その旨を電話によ

り連絡すること。 

 

７ ヒアリング 

提出された提案書の説明及び当市が提示したシナリオに基づくデモンストレーシ

ョンを受けるためのヒアリングを行う。 

（１） 実施日（予定） 

令和６年９月２５日（水）及び令和６年９月２６日（木） 

※詳細については別途、ヒアリング予定表（様式セ）にて後日通知する。 

（２） 持ち時間 

説明（デモンストレーションを含む。）：６０分以内 ＋ 質疑応答：１５分程度 

 計：７５分程度 

（３） 出席者 

本業務を担当する業務責任者及び担当技術者が出席することとし、５人以内と

する。 

ア プレゼンテーション 

   提案内容の説明（本業務を担当する業務責任者が行うこと。） 

イ デモンストレーション 

 「別紙１_デモンストレーション概要」のとおり実施すること。（主となる要員若しく

は業務責任者が行うこと。） 

（４） その他 

プレゼンテーション等用のスクリーンは当市で用意するが、その他必要な機材

は提案者で用意すること。 

また、電源等不明な点については、「１２ 担当課（事務局）」まで事前に問い合

わせること。 

  なお、プレゼンテーション等では、事前に提出された提案書及びヒアリング資料

に沿って行うこととし、資料の追加は認めない。また、提案者を推測できるような

文字・マーク（ロゴ）・システム名称（固有名詞）等は使用を禁じる。 

   

８ 評価基準 

（１） 審査機関 

本業務の技術的な審査については、「起債管理システム構築業務特定審査委

員会」（以下「特定審査委員会」という。）において実施する。 
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（２） 受託者決定の方法 

提案書等の評価による「技術点」と「価格点」の合計点が最も高い者を受託者

として決定する。なお、「技術点」を２５０点、「価格点」を５０点とし、３００点満点と

する。合計点数の最も高い者が複数あるとき（同点のとき）は、価格点が高い提

案者を受託者として決定する。価格点が同点の場合は、別途日程を定め、くじ引

きにより受託者を決定する。 

ただし、提案者が６者以上あるときは、提案書の書面により一次審査を行い、

ヒアリングの評価を除く「技術点」及び「価格点」の合計点上位５者に対し、ヒアリ

ングの実施を依頼する。 

なお、次のいずれかに該当する場合は、不合格とし特定しない。 

ア 構築費が、構築予算額を超える場合 

イ 技術点が１７５点（７割）未満の場合 

ウ 技術点の中項目にひとつでも０点があった場合 

（３） 技術点 

ア 技術点は、「様式４_機能要件対応確認書」により提示された機能要件対応状

況並びに提出された提案書及びヒアリング等により評価する。 

イ 技術点の中項目における配点は、特定審査委員会において決定する。 

大項目 中項目 配点 

機能要件対応 
起債管理システムの機能要件（５５項目）への対応 

（基本機能、カスタマイズ、他の提案の有無） 
５５ 

組

織

評

価 

履行実績 
過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３１

日）に完了した同種業務の実績について評価する。 
１０ 

担

当

者

評

価 

業

務

責

任

者 同種業

務の実

績 

過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３

１日）に担当者を指揮監督する主任担当者として担

当した同種業務の実績について評価する。 

１０ 

担

当

者 

過去５年間（平成３１年４月１日から令和６年３月３

１日）に担当した同種業務の実績について評価す

る。 

１０ 
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大項目 中項目 配点 

構築方針、 

パッケージの概要 

・起債管理システムの目的を踏まえた、構築に関す

る基本的な考え方や構築の進め方 

・パッケージの特徴 

起債管理システムへの登録や帳票出力、償還額の

確認、公債費シミュレーション （利率見直しや借換

分を反映））、決算統計資料の作成等の視点からの

特徴 

３０ 

業務効率化の提案 職員の負担軽減、業務効率化につながる提案 ３０ 

体制・スケジュール 
体制及び役割分担 ５ 

スケジュール １０ 

システム環境 
クラウド環境のセキュリティ対策及びファシリティ、

データ管理、システム環境の性能 
１５ 

移行 

研修 

データ・システム移行 １５ 

研修 マニュアルの策定・教育研修 １５ 

保守・運用支援 保守・運用支援の体制とサービスレベル １５ 

ヒアリング（プレゼ

ンテーション等を含

む） 

プレゼンテーション、ヒアリングに対する回答 １５ 

デモンストレーション １５ 

 総配点 ２５０ 

（４） 価格点 

価格点は、事務局において、提案者から提出された「様式１ 経費総括表」に 

記載された提案価格を基に、令和６年度の構築費及び令和７年度から令和１１年

度までの運用経費の合計で評価する。 

なお、価格点については、次の計算式により算出し、小数点以下を切り捨てる 

ものとする。 

 

 価格点 ＝ ５０点 × 最低提案価格※１／提案価格※２ 

 ※１最低提案価格とは、各提案者が提出した経費総括表（構築費+運用経 

費見込）のうち、最も低い提案価格。 

※２提案価格とは、各提案者が提出した経費総括表（構築費+運用経費見 

込）の提案価格 

（５） 評価結果の公表 

評価結果については、受託者決定後に次のように公表する予定である。 
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ア 決定した者については、その会社名と技術点、価格点、合計点を公表する。 

イ 価格点で不合格となった者については、会社名を伏せたうえ、価格点が不合格

であることのみ公表する。 

ウ 技術点で不合格となった者については、会社名を伏せたうえ、技術点が不合

格であることのみ公表する。 

エ 決定しなかった者については、その会社名を伏せ、技術点、価格点、合計点

を公表する。 

 

９ 受託者決定・非決定に関する事項 

特定審査委員会による提案書及びプレゼンテーション等の評価結果を基に、受

託者として決定した者に対しては、決定通知書（第６号様式）により、受託者として

決定しなかった者に対しては、非決定通知書（第７号様式）により、それぞれ結果を

通知する。 

 

結果通知予定日 令和６年９月３０日（月） 

 

１０ 提案書に記載する提案内容 

起債管理システム構築業務の提案書は、以下の項目にしたがって作成すること。

提案書作成に当たっては、本提案内容を踏まえつつ、特に設定した条件以外は自

由に提案すること。 

また、必要に応じて図表等を用い、分かり易く記載すること。 

（１） 構築方針、パッケージの概要 

ア 起債管理システムの目的を踏まえ、起債管理システム構築に関する基本的

な考え方や構築の進め方について記載すること。 

イ パッケージの特徴 

  起債管理システムへの登録や帳票出力、償還額の確認、公債費シミュレーシ

ョン （利率見直しや借換分を反映）、決算統計資料の作成等の視点からの特

徴 

（２） 業務効率化の提案 

ア 起債管理システムへの登録や帳票出力、償還額の確認など基本操作におい

て、職員の作業に対し、負担軽減につながるような運用、パッケージの利用方

法を記載すること。 

イ 公債費に係る費用をシミュレーションができ、利率見直しや借換分も反映させ

られること。また、該当年度の利率見直し及び借換予定の借入データを検索す

ることができるなどの工夫がなされ、職員の作業に対し、負担軽減につながる

ような運用、パッケージの利用方法を記載すること。 

ウ 決算統計資料作成業務において、職員の作業に対し、負担軽減につながる

ような運用、パッケージの利用方法を記載すること。 
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エ その他、パッケージを活用した効率化や、パッケージを最大限活用するため

の運用方法等を記載すること。 

（３） 体制・スケジュール 

ア 体制及び役割分担 

構築時及び保守・運用支援時の体制についてその担う役割を含め記載するこ

と。構築作業においては、当市及び関連する業者との役割分担について記載し、

その理由も記載すること。 

イ スケジュール 

構築スケジュールを踏まえ、移行や研修等を含む稼働開始までに必要な項目

を列挙するとともに、別途調達するハードウェアを納入するべき時期等も明示し

たうえで、工程毎の作業スケジュールを作成し、その妥当性を記載すること。 

また、進捗管理の上で重要となるポイントや時期についても記載すること 

（４） システム環境 

クラウド環境のセキュリティ対策及びファシリティ、データ管理、システム環境の

性能について記載し、その妥当性について説明すること。 

また、起債管理システムを運用するにあたり当市の施設内に必要となるシステ

ム用サーバー等のハードウェアの構成や性能を記載し、その妥当性について説

明すること。 

端末等について、製品指定やソフトウェアなどの制約がある場合は、その理由

を記載すること。 

（５） 移行 

システム及びデータ移行に関する詳細な作業内容、移行結果の確認作業内

容等を記載すること。 

なお、システム及びデータ移行に際し、想定される課題やその対応方法が考

えられる場合には、それを記載すること。 

また、当市に求める役割や体制等についても記載し、その際、当市の負担を

軽減する工夫が考えられる場合には、その内容を記載すること。 

（６） 研修 

 職員がスムーズに運用開始できるように必要なマニュアルの策定、教育研修

の内容及び実施方法について記載すること。 

（７） 保守・運用支援 

仕様書に記載している作業内容ごとに、対応時間、現地到着時間、想定作

業頻度等のサービスレベルについて明らかにすること。 

また、保守・運用支援の体制、保守で対応できるシステム改修の範囲（決算

統計の様式変更等）、障害対応の迅速性等、システムの可用性向上に対する

優位性についても記載すること。 
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１１ 契約書の作成の要否 

    要 

 

１２ 担当課（事務局） 

〒８５０－８６８５  

長崎市魚の町４番１号 長崎市役所 10階 

長崎市財務部財政課 （担当：村川） 

電話：095-829-1126 FAX：095-829-1248 

E-mail: zaisei@city.nagasaki.lg.jp  

 


